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三重県立みえ四葉ヶ咲中学校探究学習プログラム実施業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

  三重県立みえ四葉ヶ咲中学校探究学習プログラム実施業務委託 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月２４日（水）まで 

 

３ 事業目的 

  夜間中学でもあり、学びの多様化学校でもある本校において、生徒一人ひとりが自

分らしさや自分に合った学び方を見いだし、主体的に学び続けようとする意欲を高め

ることを目的とする。 

そのために、生徒の認知特性のアセスメントを実施し、その結果を可視化活用する

ことで、生徒理解の深化と個別最適な学びの実現につなげる。  

また、アセスメント結果をもとに、生徒の特性や興味関心等に応じた体験活動を基盤と

した探究型の学習プログラムの企画、運営及び実施等にかかる業務を委託し、生徒が自己

理解を深めながら、自らの問いを立て、学びを選択し、表現していく力を育成する。 

さらに、これらの取組を支えるため、ワールドスタディタイム（総合・社会・理科の合

科）を中心とした探究的な学びの充実に向けて、教員を対象としたワークショップ研修を

実施し、指導方法やファシリテーション力の向上を図るとともに、学校全体として探究的

な学びを推進する体制を構築する。 

これらの一体的な取組を通して、生徒が「自分を知り、自分らしく学び、これから

の生き方を考える」学びの実現を目指す。 

 

４ 業務概要 

  業務概要は、次に記載するものとする。 

（１）探究学習プログラム 

① アセスメント業務 

（ア）登録者について 

      登録は生徒６０名程度とし、なお、登録は、専用プラットフォームにより、生

徒本人の受諾を受けたうえで、受託者が行い、受託者は委託者と連携しつつ、登

録生徒全てに対して、アセスメントを実施するものとする。 

  （イ）アセスメントの作成について 

    アセスメントは、アンケートや面談（必要に応じ）等により、学術的知見に基

づいて、生徒の認知特性・学習特性・関心領域を明らかにするものであるものと

し、アセスメントで実施する次号の作成にあたっては、委託者と協議を行った上
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で実施すること。 

（ウ）アセスメントの結果報告について 

    アセスメントの結果については、生徒の特徴を可視化し、委託者へ報告する。 

 （エ）アセスメント結果の活用について 

     アセスメント結果の分析や指導への活用について、委託者に助言を行う。また、

生徒が自分を知り、特徴について振り返り、今後の学び方や生き方について考え

ることができるプログラムを委託者に提供するものとする。 

 （オ）ICTの活用について 

     アセスメント等の実施にあたっては、ICTの活用等により簡便に実施できるも

のとすること。 

 

② アドバイザー業務 

みえ四葉ヶ咲中学校のワールドスタディタイム（総合的な学習の時間、社会、

理科の合科。以下、「WS」という。）を中心とする各教科における探究的な学習に

ついて助言を行うこと。 

（ア）内容に関する助言について 

    WSの年間指導計画や指導内容、指導方法について、教職員と協議を行い、助言

を行うこと。 

（イ）協議の実施時間等について 

    協議の実施時間は目安として総じて１時間程度で３回行うことを想定するが、

実施する時期も含めて、委託者と協議を行った上で決定すること。また、オンラ

インでの実施も認めるものとする。 

（ウ）協議にかかる費用について 

    協議の実施にあたっては、当日使用する資料の作成、その他開催に要する費用

は委託業務に含むものとする。 

 

③ プログラム業務 

   プログラムの内容については、次の内容を参考に同等以上の企画とすること。 

（ア）内容と対象者について 

    特定の知識に関する講義などを単に聴講することにとどまらず、アセスメント

の結果に基づいて、生徒が自己の関心・特性に即した体験活動を通じて主体的に

探究活動を実施するものとする。なお、１プログラムは１回完結型とし、委託者

と協議を行った上で実施すること。対象者は４（１）①（ア）に示した対象者を

実施するものとする。 

（イ）県内事業者との協働について 

    プログラムの内容の実施にあたっては、三重県内（特に津市近隣）の事業者と
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の協働を積極的に取り込むこと。 

 （ウ）日程について 

    プログラムは９月から１２月にかけて２回以上実施することとし、１回のプロ

グラムは内容に応じて１日完結型とする。 

 （エ）運営について 

    受託者は、プログラムにおける企画支援、ファシリテーションを行うなど運営

を担うものとする。 

 （オ）運営に必要な費用について 

    プログラム実施にあたっては、当日使用する資料の作成や教材の準備等、その

他開催に要する費用は委託業務に含むものとする。 

 

 （２）ワークショップ研修 

    ①研修企画・実施について 

    みえ四葉ヶ咲中学校の WS 等の場において、三重県の地域の財を活かした探究

学習プログラムのストーリーや探究活動の構築、運営ノウハウ等の要素を取り入

れることで、生徒の特性や興味関心等に応じた自分らしい学びに寄与していくこ

とを念頭におくものとして企画及び実施すること。また、探究的な学習の基本的

な理解や指導方法等についての内容も含むものとする。なお、研修形態はワーク

ショップ型研修とし、具体的な内容については、委託者と協議を行った上で実施

すること。 

②研修の実施時間等について 

    研修の実施時間は目安として総じて２時間程度で３回行うことを想定するが、

実施する時期も含めて、委託者と協議を行った上で決定すること。また、そのう

ち 1回はオンラインでの実施も認めるものとする。 

③研修にかかる費用について 

    研修の実施にあたっては、会場の確保や当日使用する資料の作成、その他開催

に要する費用は委託業務に含むものとする。   

 

５ 再委託の制限 

（１）受託者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は、請け負わせてはならな

い。 

（２）受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あ

らかじめ、その理由を示した書面により委託者の承認を得なければならない。 

 

６ 打合せ 

  受託者は、業務の進捗状況や業務内容等に関して、委託者と適宜打合わせを行い、
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業務の円滑な進捗に努めるものとする。 

 

７ 実施報告 

  委託業務が完了したときは、「事業実績報告書」を令和９年３月２４日までに紙ベ

ース（１部）及び電子データを提出すること。提出する電子データの形式等の詳細に

ついては、契約時に委託者と協議すること。 

 

８ 資料の貸与等 

（１）委託者は業務の履行にあたり、保有する資料の提供を必要に応じて行う。 

（２）受託者は業務の遂行にあたり、委託者が貸与する資料等を、受託者の責任におい

て管理し、その取扱には十分注意するものとする。また、業務終了後は速やかに返却

するものとする。 

 

９ 契約上限額 

   金４，０６５，５５６円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

10 業務遂行体制 

（１）業務担当者等 

   契約締結後、速やかに業務担当者及び補助員（後方支援者も含む）について報告

すること。業務担当者及び補助員に変更・追加が発生する場合も同様とする。 

（２）連絡体制 

   緊急時の連絡体制を確保し、連絡体制図（後方支援体制を含む）を提出すること。

連絡体制に変更・追加が発生した場合も同様とする。 

（３）その他 

   業務担当者及び補助員は、みえ四葉ヶ咲中学校内等において業務を遂行する際は、

社員証等の受託業務従事者であることが証明できるものを携帯すること。 

 

 

11 特記事項 

（１）受託者は、業務遂行にあたっては、統括責任者及び各業務行程別に責任者を定め、

委託者に報告しなくてはならない。 

（２）受託者は、業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報の取

り扱いに関する特記事項」を厳守しなければならない。 

（３）受託者は、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、委託業務終了

後も同様とする。 

（４）成果品の所有権、著作権、利用権は委託者に帰属するものとし、受託者が使用す
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る場合は、委託者の許諾を得るものとする。 

（５）業務において送信する電子メール、電子メールに添付する電子ファイルおよび成

果品については、コンピューターウイルス感染に対する予防、検出及び駆除のため

の最新の処理を実施すること。 

（６）委託業務完了後「事業実績報告書」等の案について、委託者の確認を得ること。 

（７）委託業務完了時には、成果品の確認を受けるものとする。これにあたっては原則

として受託者の業務における責任者が立ち会うものとする。なお、訂正等が必要な

箇所が確認された場合は、受託者は、直ちに訂正等を行った上で、再度確認を受け

るものとする。 

（８）業務完了後、受託者の責に帰すべき事由による成果品の不良箇所が発見された場

合は、受託者は、直ちに訂正を行った上で、再度、確認を受けるものとする。 

（９）受託者は業務の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等

排除措置要綱」（以下、「暴排要綱」という。）に規定する暴力団、暴力団関係者又

は、暴力団関係法人等（以下、「暴力団等」という。）による不法介入を受けたとき

は、次の義務を負うものとする。 

① 断固として不当介入を拒否すること。 

②警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

③委託者に報告すること。 

  ④業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより、工程、納期

に遅れる等の被害が生じる恐れがある場合は、委託者と協議すること。 

（10）受託者が（9）の②又は③の義務を怠ったときは、暴排要綱第７条の規定により

三重県物件関係落札停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じる。 

（11）受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知った

ときは、速やかに県に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

（12）本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、その都度委託者と協議

すること。 

 


